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滋賀県電気協会会則 

 

第１章  名              称 

第１条    本会は滋賀県電気協会と称す。 

 

第２章  目              的 

第２条    本会は電気に関する技術知識の向上と合理化の推進を図るとともに、        

会員相互の親睦を深めることを目的とする。 

 

第３章  事              業 

第３条    本会は前条の目的達成のため、下記に関する事業を行なう。 

  １．電気に関する講演、講習会および見学会等の実施 

  ２．電気使用の効率化、改善に資する事項 

  ３．電気工作物の保安と事故防止に関する事項 

  ４．電気関係法令に基づく諸手続等に関する事項 

 ５．優良電気従事者ならびに本会に功労のあった者の表彰 

  ６．その他本会の目的を達成するのに必要な事項 

 

 第４章   構               成 

第４条   本会の会員は関西電力送配電（株）（以下「関西電力送配電」という。）  

滋賀本部域内の電力消費者、滋賀県内電気工事事業者、一般電気関係 

者、電気事業者及びこれらに携わる個人とする。 

第５条    本会は事務所を関西電力送配電滋賀本部内におく。 

 

第５章     役              員  

第６条    本会に次の役員をおく。 

    理     事     １０名 

    運営委員   若干名 

監    事    ２名 

第７条    理事、運営委員は次の区分により選任する。 

１．  総会において選任する。 

２．  上記のほか、理事として関西電力送配電滋賀本部の電気主任技術

者をあてる。 

第８条    会長、副会長３名を役員会において互選する。 

但し、副会長３名のうち１名は関西電力送配電滋賀本部の電気主任

技術者をあてるものとする。 

監事は、総会において会員中より選任する。 

                  



 

第９条   会長は、本会を代表し、会務を総括するとともに、会員総会、役員会

を招集し、その議長となる。 

副会長は会長を補佐し、会長が事故等により不在のときは、その職務

を代理する。 

理事および運営委員は、役員会において重要事項を審議・決定する。

また活動の企画・立案し、かつ活動を推進する。 

理事は、役員会を処理する。 

監事は、財務を監査し、役員会および総会に出席して財務についての

監査内容を報告する。   

第１０条 役員の任期は２年とする。 

         但し、重任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は他の役員

の残任期間と同一とする。 

第１１条 理事・監事が退任する場合は、退任の事由が発生した時点で速やか 

に事務局に連絡する。 

退任する理事が後任者を選出する事が困難な場合は、運営委員の中 

から、後任の理事を選出する。 

 

         第６章     会                 議  

第１２条 会議は、会員総会および役員会とする。 

第１３条 会員総会は、通常総会と臨時総会とし、通常総会は毎年会計年度終 

         了後２ｹ月以内に、臨時総会は必要に応じ開催する。 

第１４条 役員会は理事、運営委員および監事をもって構成し、会長が必要に応

じ会議を招集する。 

第１５条 総会に附議すべき事項は次のとおりとする。 

 １．会則の変更 

 ２．事業報告、収支決算ならびに事業計画、予算 

 ３．理事、運営委員、監事の選任 

 ４．その他重要事項 

第１６条 役員会に附議すべき事項は次のとおりとする。 

 １．総会に提出すべき議案 

 ２．会長、副会長の選任 

３．表彰に関する事項 

４．本会活動計画 

５．その他事業運営上重要なる事項 

第１７条 会議の決議は、出席人員の過半数をもって決し、可否同数のときは、 

議長がこれを決める｡ 

 



第７章     会               計 

第１８条 本会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 

 

 

 

第１９条 本会の経費は、会費、寄附金およびその他の収入をもってこれに充 

         てる。 

第２０条 会費は次のとおりとし、年額を６月末日までに納入するものとす

る。 

            (1)  電気使用者 

         受電々力（契約電力） 

                       50kW 未満                       年額   2,500 円 

                       50kW 以上   100kW 未満    年額   4,500 円  

                      100kW 以上    300kW 未満     年額   7,000 円  

                      300kW 以上    500kW 未満      年額   8,000 円  

                      500kW 以上   1,000kW 未満     年額  11,000 円  

                    1,000kW 以上  3,000kW 未満     年額  15,000 円  

                    3,000kW 以上  5,000kW 未満      年額  22,000 円  

                    5,000kW 以上  10,000kW 未満   年額  23,000 円  

                   10,000kW 以上                    年額  23,500 円  

            (2)  一般電気関係者                       年額  12,000 円  

            (3)  大口電気関係者                      年額  30,000 円  

            (4)  個人電気関係者              年額   2,500 円  

            (5)  電気事業者                    年額 144,000 円  

 

第８章     附                 則 

第２１条 本会の事業を処理するため、事務局を設け、次の職員をおくことがで

きる。 

１．  事務局長…関西電力送配電滋賀本部統括グループ 

チーフマネジャーをあてる。 

２．  事務局員…若干名 

第２２条 本会則に定めるものの外、事務処理上必要な細則は別にこれを定め

る。 

 

 

 

 

 

 

 



第２３条 本会則は昭和２２年６月１４日制定施行 

           制定  昭和２２年６月１４日 

           改正  昭和３０年４月  １日 

           改正  昭和３３年６月２１日 

           改正  昭和３９年６月  １日 

           改正  昭和４１年４月１４日 

           改正  昭和４５年５月２０日 

           改正  昭和４６年５月１７日 

           改正  昭和４７年５月２５日 

           改正  昭和４９年５月２７日 

           改正  昭和５７年５月２０日 

           改正  平成  ７年５月２３日 

           改正  平成１０年５月２７日 

           改正  平成１１年５月２１日 

           改正  平成１４年４月２４日 

改正  平成１９年４月２３日 

改正  平成２６年５月３０日 

改正 平成２７年５月２７日 

改正 令和 元年５月２９日 

改正 令和 ３年５月２８日 

改正 令和 ４年６月 ２日 

改正 令和 ６年５月２７日 


